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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
五
月
十
九
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

淵
上
日
野

二

変
更
の
区
間

八
王
子
市
石
川
町
二
千
五
百
八
十
七
番
一
地
先

か
ら
同
所
二
千
五
百
九
十
七
番
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
五
月
十
九
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
九
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

八
王
子
城
山

二

変
更
の
区
間

八
王
子
市
緑
町
百
九
十
七
番
一
地
先
か
ら
同
所

二
十
九
番
二
十
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
東
京
都
告
示
第
四

百
五
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別

警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
多
摩
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
多
摩
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
七
月
五
日
執
行
の
東
京
都
知
事

選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
費
用
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の

要
旨
を
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
七
月
五
日
執
行
の
東
京
都
議
会

議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
費
用
に
関
す
る
収
支

報
告
書
の
要
旨
を
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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（第17337号）東 京 都 公 報令和3年5月19日（水曜日）１５



令和3年5月19日（水曜日）東 京 都 公 報（第17337号） １６



（第17337号）東 京 都 公 報令和3年5月19日（水曜日）１７



令和3年5月19日（水曜日）東 京 都 公 報（第17337号） １８



（第17337号）東 京 都 公 報令和3年5月19日（水曜日）１９
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
費
用
に
関
す
る
収
支
報
告
書
に
つ
い

て
、
令
和
元
年
七
月
二
十
一
日
執
行
の
参
議
院
（
東
京
都
選
出
）
議

員
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
丸
川
珠
代
の
出
納
責
任
者
三
浦
基
広
か
ら

訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
参
議
院
（
東
京
都
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
候
補
者

の
選
挙
運
動
費
用
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令
和
二
年
東
京

都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂

正
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

３
報
告
書
の
要
旨
の
部
の
候
補
者
丸
川
珠
代
の
款
支
出
の
項
中

「雑
費

５,４３９,５７８

」
を
「雑

費
５,４４０,０１０

」
に
、
「総
計

３０,

１４６,７７８

」
を
「総

計
３０,１４７,２１０

」
に
改
め
る
。
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